
（１９）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５）【発行日】平成２４年５月２１日（２０１２．５．２１）
（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ）
（１１）【登録番号】意匠登録第１４４０８９８号（Ｄ１４４０８９８）
（２４）【登録日】平成２４年４月１３日（２０１２．４．１３）
（５４）【意匠に係る物品】包装用箱
【部分意匠】
（５２）【意匠分類】Ｆ４－７１０
（５１）【国際意匠分類（参考）】０９－０１、０９－０２、０９－０３、０９－０４、０９－０５、２８－０
１
【Ｄターム】Ｆ４－７１０ＢＢＡ
（２１）【出願番号】意願２０１０－２９１４１（Ｄ２０１０－２９１４１）
（２２）【出願日】平成２２年１２月７日（２０１０．１２．７）
（７２）【創作者】
【氏名】丸山和子
【住所又は居所】東京都中央区新富１丁目１１番１０－６０４号
（７３）【意匠権者】
【識別番号】３０９０２７６５４
【氏名又は名称】丸山　和子
【住所又は居所】東京都中央区新富１丁目１１番１０－６０４号
【権利譲渡・実施許諾の表示】意匠権者において、実施許諾の用意がある。
【審査官】小林　裕和　　
（５５）【意匠に係る物品の説明】４面で形成される三角錐形状を基本形とした構造体の頂点と底面を形成する
点とを２本の折れ曲がった線で結ぶことにより、新たにアクセントパネルとしての面が生まれ、多面体としての
新しい見え方を可能にしている包装用箱である。意匠としてではなく、構造的機能の役割を持つ、折りたたみ線
は赤い線で表している。
（５５）【意匠の説明】実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。
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【参考折りたたみ図】

【折りたたみ線を示す参考図】
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